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。



衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
霞
が
関
埋
蔵
金
の
有
無
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

平
成
十
八
年
度
末
に
お
い
て
積
立
金
等
を
有
す
る
特
別
会
計
に
つ
い
て
、
積
立
金
等
に
積
み
立
て
ら
れ
た
剰
余
の
発
生
事

由
、
積
立
金
等
の
必
要
性
等
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

厚
生
保
険
特
別
会
計
の
平
成
十
八
年
度
末
の
積
立
金
等
約
百
三
十
一
兆
円
及
び
国
民
年
金
特
別
会
計
の
同
年
度
末
の
積
立

金
約
十
兆
円
に
つ
い
て
は
、
保
険
給
付
費
等
を
上
回
っ
た
保
険
料
収
入
等
を
積
み
立
て
た
も
の
で
あ
り
、
平
成
十
六
年
の
年

金
制
度
改
正
に
お
い
て
、
積
立
金
を
取
り
崩
し
て
給
付
に
充
て
、
お
お
む
ね
百
年
後
の
積
立
金
の
水
準
を
給
付
費
の
一
年
分

程
度
に
抑
制
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
た
こ
と
も
踏
ま
え
、
将
来
の
年
金
給
付
を
行
う
た
め
の
財
源
等
に
充
て
る
た
め
に
必
要

な
も
の
で
あ
る
。

外
国
為
替
資
金
特
別
会
計
の
平
成
十
八
年
度
末
の
積
立
金
約
十
六
兆
円
に
つ
い
て
は
、
外
貨
建
て
資
産
か
ら
生
じ
る
運
用

収
入
が
政
府
短
期
証
券
に
係
る
割
引
料
の
支
出
を
上
回
っ
て
い
る
こ
と
等
に
よ
り
利
益
が
発
生
し
て
お
り
、
外
国
為
替
相
場

の
変
動
等
に
よ
り
同
特
別
会
計
の
保
有
す
る
外
貨
建
て
資
産
に
生
じ
得
る
評
価
損
の
金
額
を
踏
ま
え
、
同
特
別
会
計
の
健
全

な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
金
額
を
利
益
の
一
部
か
ら
積
み
立
て
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

一



財
政
融
資
資
金
特
別
会
計
の
平
成
十
八
年
度
末
の
積
立
金
約
十
四
兆
円
に
つ
い
て
は
、
同
特
別
会
計
に
お
い
て
、
近
年
、

低
金
利
が
続
く
中
、
過
去
の
高
金
利
の
長
期
貸
付
が
残
っ
て
お
り
、
平
均
の
運
用
利
回
り
が
調
達
利
回
り
よ
り
高
い
た
め
利

益
が
発
生
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
今
後
の
金
利
変
動
に
よ
る
損
失
の
発
生
に
備
え
る
た
め
に
利
益
を
積
み
立
て
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
金
利
変
動
準
備
金
の
必
要
な
水
準
に
つ
い
て
は
、
金
利
変
動
リ
ス
ク
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
平
成
二
十

年
度
か
ら
資
産
の
合
計
額
の
千
分
の
百
か
ら
千
分
の
五
十
に
引
き
下
げ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
の
平
成
十
八
年
度
末
の
資
金
残
高
約
十
三
兆
円
に
つ
い
て
は
、
一
般
会
計
か
ら
繰
り
入
れ
ら
れ

た
国
債
費
の
一
部
等
を
積
み
立
て
た
も
の
で
あ
り
、
国
債
残
高
が
累
増
し
て
い
る
中
で
、
将
来
の
国
債
の
償
還
に
備
え
る
た

め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
。

労
働
保
険
特
別
会
計
の
平
成
十
八
年
度
末
の
積
立
金
等
約
十
一
兆
円
に
つ
い
て
は
、
保
険
料
収
入
を
財
源
と
し
て
積
み
立

て
た
も
の
で
あ
り
、
労
災
事
故
が
発
生
し
た
時
点
の
事
業
主
か
ら
労
災
年
金
給
付
に
必
要
な
費
用
を
全
額
徴
収
す
る
と
の
考

え
方
も
踏
ま
え
、
労
災
事
故
に
伴
う
既
裁
定
の
労
災
年
金
受
給
者
に
対
す
る
将
来
の
年
金
給
付
の
財
源
等
に
充
て
る
た
め
に

必
要
な
も
の
で
あ
る
。

地
震
再
保
険
特
別
会
計
の
平
成
十
八
年
度
末
の
積
立
金
約
一
兆
円
に
つ
い
て
は
、
再
保
険
料
収
入
と
再
保
険
金
支
払
額
と

二



の
収
支
差
等
を
積
み
立
て
た
も
の
で
あ
り
、
一
回
の
巨
大
地
震
が
起
こ
っ
た
場
合
、
支
払
う
べ
き
再
保
険
金
は
約
四
兆
円
と

見
込
ま
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
将
来
の
巨
大
地
震
の
発
生
の
際
に
生
じ
る
被
保
険
者
に
対
す
る
再
保
険
の
支
払
に
備
え
る
た

め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

平
成
二
十
年
度
予
算
で
財
政
投
融
資
特
別
会
計
の
財
政
融
資
資
金
勘
定
か
ら
国
債
整
理
基
金
特
別
会
計
に
繰
り
入
れ
る
こ

と
と
し
て
い
る
九
・
八
兆
円
に
つ
い
て
は
、
財
政
融
資
資
金
勘
定
の
繰
越
利
益
の
額
か
ら
平
成
二
十
年
度
の
予
定
貸
借
対
照

表
上
の
資
産
の
合
計
額
の
千
分
の
五
十
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
算
出
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
政
治
家
個
人
と
し
て
の
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
立
場
に
な
い
。

な
お
、
特
別
会
計
の
積
立
金
等
に
対
す
る
政
府
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
三
月
十
四
日
内
閣
衆

質
一
六
九
第
一
四
八
号
）
及
び
一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

三


